
様式第３号

　　　　　年　　　月　　　日

振替日は毎月２５日です。

振替日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日になります。

振替開始月前の一部負担金は、納付書で納めていただくことになります。

　　 からの振替開始となります。

※振替ができなかったときは・・・
・

・

　先にお申し込みいただきました堺市放課後児童対策事業等一部負担金の口座振替・自動払込に

　　　　　　　　　　　　　様

堺市放課後児童対策事業等一部負担金口座振替・自動払込開始通知書

印
堺 市 長

利用ルーム名

口座番号

通帳記号

つきまして、次のとおり開始しますので、通知いたします。

保護者氏名

事　　業　　名

後日、振替できなかった月分の振替不能通知書をお渡しいたしますので、それに掲載されている
堺市指定の金融機関でお支払いください。
上記口座が解約された場合や３ヶ月間連続で引落不能の場合、口座振替を停止させていただくこ

とがあります。

児　　童　　名

引落口座

金融機関等名称

預貯金種目

開始年月

通帳番号

口座名義人

年　　　　月分から 児童宛名番号（　　　　　　　　　　　　 ）

　※ただし、納付書にて既に納められている場合は、開始月以降の未納月分


